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貴社の取得状況はいかが

ですか？ 有給休暇取得

率が 66.9％で過去最高に

～厚生労働省「就労条件総

合調査」 

 

◆年次有給休暇取得率が過

去最高に 

厚生労働省の「令和７

(2025)年就労条件総合調査」

によれば、令和６年の労働者

１人当たりの年次有給休暇

取得率は 66.9％、平均取得日

数は 12.1 日でした。これは

過去最高の数値で、また近年

は過去最高を更新し続けて

いることから、年休の取得促

進が進んでいることがうか

がえます。 

中小企業では、業務量の偏

りや代替要員の確保が難し

いことなどから、年休取得が

進みにくい傾向があります。

しかし、年休取得促進は、従

業員の健康確保・離職防止・

生産性向上に直結する重要

な取組みです。また採用の観

点でも、「きちんと休める会

社か」は若年層や育児世代を

中心に関心の高い項目です。

大企業が週休３日制などを

取り入れる中で、同業他社と

比べて著しく取得率が低か

ったり、促進の取組みを何も

していなかったりという状

況では、人材確保が困難とな

る可能性があります。 

◆年休取得促進のポイント 

① 計画的付与制度の活用 

年次有給休暇の計画的付

与制度とは、年次有給休暇の

付与日数のうち５日を除い

た残りの日数について、労使

協定を締結する等により、計

画的に休暇取得日を割り振

ることができる制度です。繁

忙期・閑散期を見据えて計画

的に付与することで、事前に

業務調整を行いやすくなり

ます。 

② 休みやすい職場環境の

整備 

仕事はチームで行うとい

う認識のもと、特定の担当者

しかできない業務を減らす

ことで、休みやすい環境を整

えることができます。情報共

有による属人化防止が実践

のカギです。また、上司の姿

勢や職場の空気が取得率に

大きな影響を与えます。管理

職研修や取得状況の可視化

が有効です。 

【厚生労働省「令和７(2025)

年就労条件総合調査 結果

の概況」】 

https://www.mhlw.go.jp/to

ukei/itiran/roudou/jikan/

syurou/25/index.html 

 

カスハラ対策は、待ちの

体制では間に合いません 

 

◆今年 10月にも義務化か 

昨年４月に東京都でカス

タマー・ハラスメント防止条

例が施行されたことはご存

じですか。これはカスハラ被

害の増加に対応する大きな

転換点です。さらに、労働施

策総合推進法の改正により、

早ければ今年 10 月にも企業

のカスハラ防止措置義務化

が施行される見込みです。 

つまり、全国すべての企業

で、カスハラ防止に具体的に

取り組むことが法的義務に

なるのです。 

「まだ対応は先でいい」と

考えていらっしゃる企業も

多いかもしれません。しかし

実務的には、そのような余裕

はありません。カスハラが社



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

員のメンタルヘルスや退職

につながることについては、

すでに多くの事例がありま

すし、規程整備のほか、対応

の実際の流れを確認する、社

内研修を実施するなど、行う

べきことは多くあり、準備に

は相応の時間が必要です。 

 

◆従業員とのコミュニケー

ションが重要 

カスハラ対策で重要なの

は、被害を受けた従業員との

コミュニケーションです。 

事後対応において、被害者

へのメンタルヘルスサポー

トや配置転換といった個別

の対応だけでなく、組織全体

で「カスハラを許さない」と

のメッセージを、一貫性をも

ってはじめから伝えておく

必要があります。 

「会社が自分たちの側に

立っている」というメッセー

ジを正しく伝えるには、事前

の研修から事後サポートま

で、一連のプロセスを組織的

に整備する必要があるので

す。 

対策が後付けでは、従業員

の信頼は得られません。今か

ら体制を整備することで、万

が一問題が発生した際にも、

誠実な対応ができる組織と

しての地盤が整います。 

カスハラ防止規程の策定

から従業員教育、事後対応の

仕組みまで、トータルな体制

構築を目指しましょう。対策

の整備がまだ不十分とお考

えの際は、ぜひ当事務所にご

相談ください。 

 

２月の税務と労務の手

続期限［提出先・納付先］ 

2 日 

○ 贈与税の申告受付開始

＜３月１５日まで＞［税

務署］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

16 日 

○ 所得税の確定申告受付

開始＜３月１５日まで

＞［税務署］ 

※なお、還付申告につい

ては２月１４日以前で

も受付可能。 

 

28 日 

○ じん肺健康管理実施状

況報告の提出［労働基準

監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

～当事務所より一言～ 

 

寒い日が長期間続き厳

しい毎日ですが、2 月には

冬季オリンピックが始ま

るので楽しみです。心身と

もに健康に過ごしていき

ましょう。 

家の小さい庭の木に体

をぷっくりさせた（暖をた

め込んでぷっくりさせる

らしい）すずめがたくさん

とまっている毎日です。す

ずめが来るのは縁起が良

いらしいです。前はツバメ

も巣を作って来てくれて

たのですが、ここ 10 年以

上は来なくなり、寂しかっ

たですが、すずめが気に言

ってくれて嬉しいです。毎

朝、すずめのさえずりを聞

く と 癒 さ れ ま す 。      

すずめがとまってる様は

こんな感じです。 

 

 

離職の翌月末日＞［公共

職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税

の納付＜第４期＞［郵便

局または銀行］ 

※都・市町村によっては

異なる月の場合がある。 

 


